
緑化計画・開発許可の届出の手順

　都内で 1,000平方メートル（国及び地方公共団体が有する敷地では 250 平方メートル）以上の敷
地で開発や建築等を行う場合、「東京における自然の保護と回復に関する条例」（以下本手順書におい
て「条例」という。）の第 14 条又は第 47 条（若しくは第 48 条）に基づき、自然の保護と回復を図る
ために「緑化計画」の届出や「開発許可」の申請が必要となります。
　緑化計画の届出は、開発許可に該当しない開発等で、かつ、敷地面積 1,000 平方メートル（国及び地方
公共団体が有する敷地では 250 平方メートル）以上の案件が対象となります。
　本条例の手続は次の手順で行ってください。

相談カードの作成に当たり、次の図書が必要になります。
なお、事前相談は、土地所有者、事業者、又は代理人から受け付けます。
「公図の写し」に記載頂いた土地所有者名と事業者名が一致しない場合、売買契約書・承諾書等
の写し（抜粋可）を御提示いただく場合があります。
１ 案　内　図 （行為の場所を明らかにするもの）
２ 公図の写し （行為地及び周囲の土地所有者名を記入のこと）
３ 現　況　図 （樹木、工作物の位置、周囲の状況、写真撮影位置・方向等を記入のこと）
４ 計　画　図 （行為地内の土地利用計画図、建築物等の平面図、求積等）
５ 現況の写真 （行為地及び周囲を撮影したもの。番号を振り現況図に撮影位置等を記入のこと）
６ 面積関係図面 （行為地の敷地面積及び建築面積等が分かる図版）

　条例第 14 条又は第 47 条（若しくは第 48 条）のいずれに該当するのか判定します。
　なお、本条例のいずれにも該当しない場合もあります。
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◎　緑化計画書については、手続が区市へ一元化され
ている地域があります。これに該当する場合は、当
該区市の条例等に基づいて区市へ届出を行い、東京
都への届出は必要ありません。

　　詳細はお問い合わせください。
※　地元自治体に帰属する緑地は除く。

緑化計画届出の手続（条例第 14 条） 開発許可申請の手続（条例第 47・48 条）



緑化計画書制度の概要（詳細は本文をご覧ください。）

【緑化面積の基準】
・地上部の緑化 ………………………………………………………………………………………………Ｐ 4
ア　イ以外の敷地：次のＡ又はＢによって算出された面積のうち小さい方の面積以上

１）　敷地面積 5,000 平方メートル未満（国及び地方公共団体の敷地にあっては 1,000 平方メートル
未満）の場合

Ａ：（敷地面積－建築面積）× 0.2
Ｂ：｛敷地面積－（敷地面積×建蔽率× 0.8）｝× 0.2

２）　敷地面積 5,000 平方メートル以上（国及び地方公共団体の敷地にあっては 1,000 平方メートル
以上）の場合

Ａ：（敷地面積－建築面積）× 0.25
Ｂ：｛敷地面積－（敷地面積×建蔽率× 0.8）｝× 0.25

イ　総合設計制度等を適用して計画する建築物の敷地又は再開発等促進区（地区整備計画が定められ
ている区域に限る。）、高度利用地区若しくは特定街区内の建築物の敷地
　次のＣによって算出された面積以上
１）　敷地面積 5,000 平方メートル未満（国及び地方公共団体の敷地にあっては 1,000 平方メートル

未満）の場合
Ｃ：（敷地面積－建築面積）× 0.3

２）　敷地面積 5,000 平方メートル以上（国及び地方公共団体の敷地にあっては 1,000 平方メートル
以上）の場合

Ｃ：（敷地面積－建築面積）× 0.35

・建築物上の緑化 ……………………………………………………………………………………………Ｐ 5
ア　イ以外の敷地：次のＤによって算出された面積以上

１）　敷地面積 5,000 平方メートル未満（国及び地方公共団体の敷地にあっては 1,000 平方メートル
未満）の場合

Ｄ：（屋上の面積）× 0.2
２）　敷地面積 5,000 平方メートル以上（国及び地方公共団体の敷地にあっては 1,000 平方メートル

以上）の場合
Ｄ：（屋上の面積）× 0.25

イ　総合設計制度等を適用して計画する建築物の敷地又は再開発等促進区（地区整備計画が定められ
ている区域に限る。）、高度利用地区若しくは特定街区内の建築物の敷地
　次のＥによって算出された面積以上
１）　敷地面積 5,000 平方メートル未満（国及び地方公共団体の敷地にあっては 1,000 平方メートル

未満）の場合
Ｅ：（屋上の面積）× 0.3

２）　敷地面積 5,000 平方メートル以上（国及び地方公共団体の敷地にあっては 1,000 平方メートル
以上）の場合

Ｅ：（屋上の面積）× 0.35

・接道部の緑化 ………………………………………………………………………………………………Ｐ 6
　次のＦによって算出された長さ以上

Ｆ：（接道部緑化長さ）≧（接道部長さ）×（接道部緑化基準）

【植栽本数の基準】……………………………………………………………………………………………Ｐ 7
（植栽を計画する面積に対して）10平方メートル当たり「高木１本＋中木２本＋低木３本以上」を
標準とします。

【条例上の樹木等の定義】………………………………………………………………………………… Ｐ 46
高木（植栽時に 2 メートル以上の樹木で、通常の成木の高さが 3 メートル以上ある樹木）、中木（植

栽時に 1.2 メートル以上の樹木で、通常の成木の高さが 2 メートル以上ある樹木）、低木（高木、中
木以外で植栽時の高さが 0.3 メートル以上の樹木）、草花等（多年草に限る。）




